


【特許請求の範囲】

１）材料の曲げ弾性率から一定の圧力をもたらし、鼻中隔の神経を刺激する器具

。別の形態（形状）の器具を用いてもよい。

２）圧力発生材料の端部に接着され、架橋され、あるいは機械的に固定され、鼻

中隔に力を均一に分配し、不規則な面に適合する軟質プラスチック材料。

３）圧力発生部材（プラスティック製、金属製など）を包み込み、上記１および

２を実現する軟質プラスチック材料。
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【発明の詳細な説明】

                           鼻中隔神経刺激器

発明の背景

  本発明は、鼻中隔の神経に関連した障害を緩和することに関する。三叉神経は

、感覚と運動の両方の神経を持っている。この三叉神経は、顔面、頭部、鼻腔、

口腔といったさまざまな部位から皮膚、温度、および圧力の感覚を感知している

。鼻中隔の神経は受容体の一つである。調整された圧力でこれらの神経を刺激す

ると下記の事が可能となる。

１）鼻孔気道の腫脹の軽減

２）鼻腔に供給する動脈拡張の軽減

３）眼における涙腺、口腔における口蓋、顎下、および下顎腺、および鼻粘膜か

らの分泌の調節

  鼻中隔の神経に対する加圧は、炎症や切り傷を生じたり、身体機能を低下させ

るような圧力をもたらすことのないように、自動的に調節されなけるばならない

。本器具は、誰でも（医学知識を必要とすることなく）鼻中隔に装着することが

できる。

発明概要

  本発明の目的は、鼻中隔の神経に、調整された圧力を安全に与えるための器具

を提供することである。調整された圧力は、鼻中隔の神経に適合し、分配される

ようになされている。そしてこの圧力による刺激は、呼吸及び分泌障害を緩和す

る。

図面の簡単な説明

  本発明の上記の特徴及びその他の特徴は、添付図面において説明されており、

図中、

図１は、本発明の特徴を示した鼻中隔神経刺激器の非装着時の正面図である。

図２は、図１の側面図である。

図３は、屈曲した状態の図１の正面図である。

図４は、他の鼻中隔神経刺激器の正面図である。
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  図４は、力発生部材１３が軟質材料１４によって完全に包み込まれているの点

で図１と異なっている。

記述

  図１に示された本器具は、通常の非屈曲形態にある器具を示している。図３は

、先端部分が開き、基体（鼻中隔）１２の両側に接触している器具を示している

。図３に示すように、本器具は、アーム１０を有しており、このアームは屈曲し

て基体（鼻中隔）１２上に（アームの屈曲率に依存する）力（Ｆ）を発生させる

。基体（鼻中隔）１２に接触している軟質の球材（頭部）１１は、不規則な表面

にも力（Ｆ）を分配し且つ適合している。したがって、炎症させ、機能低下をも

たらすような点接触力は排除される。軟質球材１１は、力発生アーム１０と接着

剤によって架橋分子的に接着されるか、機械的に結合されている。アーム１０に

よって発生され、軟質球１１によって分配される力（Ｆ）は、鼻中隔などほとん

どすべての規則面または不規則面に適合し、鼻中隔の神経を刺激することができ

る。この刺激力（Ｆ）は、呼吸、睡眠、いびき、鼻または眼からの分泌に関係し

た障害を緩和する。図４は、上記と同作用が、圧力発生アーム１３を軟質の材料

１４で完全に包み込むことによって得られる場合の形態を示している。軟質材料

１４は、上記図１および２の１１と同じ材料である。
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【手続補正書】特許法第１８４条の８第１項

【提出日】１９９６年１２月９日

【補正内容】

                            鼻中隔神経刺激器

                               発明の背景

１．発明の分野

  本発明は、治療上の成果を上げるように鼻中隔の神経を刺激するための器具に

関する。

２．従来技術の記述

  はるか昔から人々は、口腔および鼻腔の状態によって影響を受ける呼吸機能に

関連した健康障害および身体的な制限に悩まされている。そのような厄介な状態

は、口腔および鼻腔の望ましくない腫脹、これら口腔、鼻腔内の、そして眼から

の異常な分泌物を含んでいる。呼吸障害に関連した付加的な一般的問題はいびき

の問題である。これらの障害を緩和するために長年にわたり多くの治療法、治療

技術、治療器具が考案されてきた。しかし残念ながら、考案された治療法や治療

器具の多くは、障害の緩和に少しは役立つものであったが、問題点や制限を常に

残すものであり、課題に見合った革新、効果的な手法が求められている。

                               発明の概要

  前述した問題を考慮した本発明の全体的な目的は、いびきを含む呼吸器障害を

緩和させるための、単純かつ安全でありしかも効果的な取り外し型鼻孔挿入器具

を提供することである。

  本発明のもう一つの目的は、薬物を使用せずに一連の障害を直す手段を提供す

ることである。

  これらの目的およびその他の目的および特徴は本発明によって達成され、これ

は背景として三叉神経が感覚および運動神経繊維を備えているという認識にもと

づいている。三叉神経は、顔面、頭部、鼻腔、口腔のさまざまな部位からの皮膚

、温度、および圧力の感覚を感知している。鼻中隔の神経は受容体の一つである

。本発明のもとに、調節した圧力でこれら神経を刺激することによって、とりわ

け、鼻粘膜の腫脹を軽減させ、鼻腔に供給する動脈の拡張を軽減させ、また眼の
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涙腺、口腔の口蓋、顎下、下顎腺、および鼻粘膜からの分泌作用を調節するこ

とができると考えられる。本発明は、一般の人々に対して、鼻中隔に対する加圧

が安全におこなわれ、そして炎症、切り傷または機能低下を起こす圧力を生じな

いように自動的に調節される、処方箋によらない器具を提供するものである。

                          図面の簡単な説明

  本発明の上記の特徴及びその他の特徴は、添付図面において説明されており、

図中、

図１は、本発明の特徴を示した鼻中隔神経刺激器の非屈曲時の正面図である。

図２は、図１の器具の側面図である。

図３は、図１の器具の屈曲した状態の正面図である。

図４は、器具の力発生部材が軟質材料によって完全に包囲されている、本発明に

よる鼻中隔神経刺激器の実施形態の正面図である。

                          発明の詳細な記述

  図１に示された本器具は、通常の非屈曲形態にある器具を示している。図３は

、先端部分が開き、基体（鼻中隔）１２の両側に接触している器具を示している

。図３に示すように、本器具は、アーム１０を有しており、このアームは屈曲し

て基体（鼻中隔）１２上に（アームの曲げ弾性率に依存する）力（Ｆ）を発生さ

せる。基体（鼻中隔）１２に接触している軟質の球材（頭部）１１は、不規則な

表面にも力（Ｆ）を分配し且つ適合している。したがって、炎症させ、機能低下

をもたらすような点接触力は排除される。軟質球材１１は、力発生アーム１０と

接着剤によって架橋分子的に接着されるか、機械的に結合されている。アーム１

０によって発生され、軟質球１１によって分配される力（Ｆ）は、鼻中隔などほ

とんどすべての規則面または不規則面に適合し、鼻中隔の神経を刺激することが

できる。この刺激力（Ｆ）は、呼吸、睡眠、いびき、鼻または眼からの分泌に関

係した障害を緩和する。

  図４は、上記と同作用が、圧力発生アーム１３を軟質の材料１４で完全に包み

込むことによって得られる場合の形態を示している。軟質材料１４は、上記図１

および２の１１と同じ材料である。
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【手続補正書】特許法第１８４条の８第１項

【提出日】１９９７年５月２０日

【補正内容】

請求の範囲

１．鼻中隔の神経を刺激し、人の鼻孔内の定位置に取り外し可能に保持される治

療器具であって、定位置に定置された器具は、鼻中隔の両側に接触し、かつ鼻中

隔の前方の鼻部分に隣接するようになされており、上記治療器具が、

ａ）全体的にＵ字形状の素子を有しており、この素子が共通の面内にある第一及

び第二の縦方向に延びる対向弾性アームを有しており、各アームが自由端と連結

端を有しており、両アームは対向する内面と、両アームの連結端を相互に連結す

る横方向に延びる連結部とを有しており、この連結部がアームの自由端から所定

の距離だけ離隔しており、かつ上記前方鼻部分に当接して治療器具が鼻孔に関し

て内部へ移動しないように制限するようになされており、また上記治療器具が

ｂ）各弾性アームの自由端に鼻孔内に挿入可能の鼻中隔係合手段を有しており、

この鼻中隔係合手段が実質的に球状の弾性的可撓性適合部をもたらしており、こ

の適合部が上記のアーム内面から内方へ突出しており、かつ他方のアームの可撓

性適合部に接近しており、接近部分において、両可撓性適合部の間の間隔が鼻中

隔の厚さよりも実質的に小さくなされており、このように構成したことによって

、上記の両アームは上記の共通の面内で弾性的に拡開し、鼻中隔係合手段を引き

離し、かつ接近位置へ向かって鼻中隔係合手段を弾性的に押し動かすようになさ

れており、また定位置に定置された治療器具の可撓性適合部が、所定の大きさの

均一の圧縮力で鼻中隔を抱持し刺激するように弾性的に拡開せしめられる、

ことを特徴とする治療器具。

２．上記のアームが全体的に真っ直ぐである、請求項１に記載の器具。

３．Ｕ字形素子の連結部が、上記の鼻前方部に当接するようになされた内側表面

を有しており、この内側表面が、対向アームの内面間距離の約１．５倍の距離だ

け鼻中隔係合手段から離隔している、請求項１に記載の治療器具。

４．鼻中隔係合手段が、軟質プラスティック材料から成っており、不規則面に弾

力的になじみ、同面に均等に圧力を分配するようになされている、請求項１に記
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載の治療器具。

５．鼻中隔係合手段が軟質プラスチック材料製の球形ボールから成っており、各

ボールの中心が上記アームの内面にほぼ整合せしめられている、請求項１に記載

の治療器具。

６．各アームがアーム内面の反対側に外面を有しており、この外面が上記ボール

の実質上の切線である、請求項５に記載の器具。

【手続補正書】

【提出日】１９９８年７月８日

【補正内容】

特許請求の範囲

１．鼻中隔の神経を刺激し、人の鼻孔内の定位置に取り外し可能に保持される治

療器具であって、上記鼻中隔が厚みのある前方部分と薄い内方部分を有しており

、上記治療器具が、

ａ）全体的にＵ字形状の素子を有しており、この素子が第一及び第二の縦方向に

延びる対向弾性アームを有しており、各アームが自由端と連結端を有しており、

更に上記Ｕ字形状の素子が、両アームの連結端を相互に連結する連結部を有して

おり、この連結部がアームの自由端から所定の距離だけ離隔し、かつ鼻の外部に

当接して治療器具が鼻孔に関して内部へ移動しないように制限しており、また上

記治療器具が

ｂ）各弾性アームの自由端に鼻孔内に挿入可能の鼻中隔係合手段を有しており、

また上記のＵ字形状の素子の当初位置において、一方のアームの鼻中隔係合手段

が他方のアームの鼻中隔係合手段に近接しており、それによって上記の両アーム

が弾性的に広がって両鼻中隔係合手段を離間させ且つ両鼻中隔係合手段を互いに

接近する方向に弾性的に押し進めるようになされており、また上記両鼻中隔係合

手段が上記鼻中隔内方部分と係合して所定の大きさの圧縮力で鼻中隔を抱持し刺

激するようになされている、

ことを特徴とする治療器具。
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２．上記の鼻中隔係合手段が上記鼻中隔と係合する曲面を有している、請求項１

に記載の器具。

３．上記の鼻中隔係合手段が全体的に球面である、請求項１に記載の治療器具。

４．上記のアームが略真っ直ぐである、請求項１に記載の治療器具。

５．上記の鼻中隔係合手段が軟質の弾性的に撓み得る高分子材料である、請求項

１に記載の治療器具。

６．上記の鼻中隔係合手段が上記の鼻中隔内方部分の変則的表面に弾性的に順応

するようになされている、請求項２に記載の器具。

７．上記のアームが高分子材料から成っており、上記の鼻中隔係合手段が上記の

アームと一体的になされ且つ上記アームに分子的に架橋されている、請求項１に

記載の器具。

８．上記の鼻中隔係合手段が略球形のボールから成っている、請求項１に記載の

器具。

９．上記の鼻中隔係合手段が上記のアーム及び連結部よりも実質的に軟質である

、請求項１に記載の器具。

１０．上記のアームが金属製である、請求項１に記載の器具。

１１．人の呼吸問題を処置し人の呼吸通路を通じての空気流を増大させるための

方法であって、

ａ）自由端に対向する曲面を有する一対の縦方向に延びる可撓性アームを持つ略

Ｕ字形部材を準備し、

ｂ）このＵ字形部材を人の鼻孔に取り外し可能に装着し、上記の曲面を鼻中隔の

内方部分の対向面に係合させ、上記の曲面によって鼻中隔部分を弾性的に押圧し

、鼻中隔神経を刺激する、

ことを特徴とする方法。

１２．曲面が鼻中隔面に対して弾性的に変形する、請求項１１に記載の方法。

(13)                     特表平１１－５０１５５２



【国際調査報告】
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